
大阪府私立幼稚園等特別支援教育費補助金交付要綱                                                          

（趣旨）  

第１条  府は、大阪府内に所在する私立の幼稚園又は幼保連携型認定こども園

（以下「幼稚園等」という。）に就園する障がいのある幼児（別表１に規定

する対象となる障がい幼児に限る。以下「障がい幼児」という。）の特別支

援教育の充実を図るため、予算の定めるところにより、障がい幼児を就園さ

せている設置者（別表２に規定する対象となる設置者に限る。以下「設置

者」という。）に対し、大阪府私立幼稚園等特別支援教育費補助金（以下

「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、大阪府補

助金交付規則（昭和 45年大阪府規則第 85号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要綱の定めるところによる。  

２  補助金の交付について、規則の規定を適用する場合は、規則中「知事」と

あるのは「大阪府教育長（以下「教育長」という。）」と読み替えるものと

する。  

 

（補助事業及び対象経費）                                                 

第２条  補助金の交付の対象となる事業は、幼稚園等における障がい幼児の特

別支援教育の充実を図るための事業とする。  

２  補助金の交付の対象となる経費は、補助金の交付を受けようとする年度の

５月１日時点で就園する幼稚園等における障がい幼児の教育・保育に直接必

要な経費で次の各号に掲げる経費とする。ただし、大阪府私立幼稚園経常費

補助金に係る経費、大阪府私立幼稚園教育研究費等補助金に係る経費、国又

は地方公共団体等の他の補助事業の対象となる経費は除く。  

 (1) 人件費  

 (2) 教育研究経費  

 

（補助金の額）  

第３条  補助金の額は定額とし、補助金の交付を受けようとする年度の５月１

日現在に就園する障がい幼児について、医学上又は心理学上の診断書等に基

づき教育長が判定する幼児数に、教育長が毎年度別に定める額を乗じて得た

金額以内の額とする。  

 

（補助金の交付の申請）  

第４条  規則第４条第１項の申請は、補助金交付申請書（様式第１号）を教育

長に提出することにより行うものとする。  

２  前項の補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければな

らない。  

 (1) 補助対象経費内訳書（様式第１号の２）  

 (2) 障がい幼児一覧表（様式第１号の３）及び医学上又は心理学上の診断

書等の写し  

 (3) 保護者説明等実施状況報告書（様式第１号の４）  

 (4) 特別支援教育担当教職員調査票（様式第１号の５）  

 (5) 要件確認申立書（様式第１号の６）  

(6) 暴力団等審査情報（様式第１号の７）  

 



３  第１項の補助金交付申請書は、毎年度教育長が指定する日までに提出しな

ければならない。  

 

（補助金の交付の条件等）                               

第５条  規則第６条第１項第１号の規定による軽微な変更は、補助目的の達成

に影響を及ぼさない変更とする。  

２  規則第６条第１項第２号の規定による軽微な変更は、補助金の額に影響を

及ぼさない変更とする。  

３  規則第６条第１項第１号及び第２号の規定による教育長の承認を受けよう

とするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書（様式第２号）を教育長

に提出しなければならない。  

４  規則第６条第２項の規定により付する条件は、別表３のとおりとする。  

                                

（補助金の交付の申請の取下げ）                                  

第６条  補助金の交付の申請をした設置者は、規則第７条の規定による通知を

受け取った日から起算して 10日以内に限り当該申請を取り下げることができ

る。  

２  前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の

決定は、なかったものとみなす。  

 

（補助金の不交付等）                                        

第７条  教育長は、幼稚園等の管理運営が適正を欠き、補助の目的を有効に達

成することができないと認めたときは、補助金の全部又は一部を交付しない

ことができる。  

 

（補助金の交付）                          

第８条  教育長は、補助事業の円滑な遂行及び効果の増進を図るため、毎年度

別に定めるところにより、規則第５条の規定による補助金交付決定額を概算

払により交付するものとする。  

２  前項の規定により補助金の交付を受けようとする設置者は、規則第７条の

規定による補助金交付決定通知を受け取った日の翌日から起算して 10日以内

に補助金（概算払）交付請求書（様式第３号）を教育長に提出しなければな

らない。  

 

（実績報告）  

第９条  規則第 12条の規定による報告は、補助金実績報告書（様式第４号）を

補助金の交付を受けた年度の翌年度の４月 30日までに教育長に提出すること

により行わなければならない。ただし、補助事業を廃止した場合は、廃止し

た日から起算して 30日を経過した日とする。  

２  前項の補助金実績報告書には、補助対象経費内訳書（様式第４号の２）を

添付しなければならない。  

 

（補助金の交付を受けた設置者の責務）  

第 10条  補助金の交付を受けた設置者は、特別支援教育の充実を図るため、積

極的かつ継続的に取り組まなければならない。  



（学校法人化のための努力をする幼稚園等の設置者）  

第 11条  学校法人化のための努力をする幼稚園等の設置者については、前条ま

での規定のほか、別表４の規定に従わなければならない。  

 

第 12条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別

に定める。  

 

附  則  

この要綱は、平成 29年１月 16日から施行し、平成 28年度の事業から適用する。  

 

別表１  対象となる障がい幼児  

 施設  類型  
対象となる障がい幼

児  

幼 稚 園 （ 認 定

こ ど も 園 を 除

く）  

－  在園児  

幼 稚 園 型 認 定

こども園  

就 学 前 の 子 ど

も に 関 す る 教

育 、 保 育 等 の

総 合 的 な 提 供

の 推 進 に 関 す

る 法 律 （ 平 成

18年 法 律 第 77

号 ） （ 以 下

「 認 定 こ ど も

園 法 」 と い

う 。 ） 第 ３ 条

第 １ 項 又 は 第

３ 項 の 認 定 を

受けた幼稚園  

単独型  １ 号 及 び ２ 号 に 該 当

する在園児  

接続型  １ 号 及 び ２ 号 に 該 当

する在園児  

並列型  １ 号 に 該 当 す る 在 園

児  

 

幼 保 連 携 型 認

定こども園  

認 定 こ ど も 園

法 附 則 第 ３ 条

第 １ 項 に よ る

み な し 認 可 を

受 け た 幼 保 連

携 型 認 定 こ ど

も園  

旧接続型  １ 号 及 び ２ 号 に 該 当

する在園児  

旧並列型  １ 号 に 該 当 す る 在 園

児  

平成 27年４月１日以降に、認定

こども園法第 17条第１項の設置

の認可を受けた幼保連携型認定

こども園  

１ 号 に 該 当 す る 在 園

児  

※在園児とは、補助金の交付を受けようとする年度の５月１日時点の在園児

をさす  

※１号、２号とは、補助金の交付を受けようとする年度の５月１日時点の子

どもの支給認定の区分（子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）第

19条第１項各号）をさす  

※単独型とは、認定こども園法第３条第２項第１号に規定する幼稚園をさす  



※接続型とは、認定こども園法第３条第４項第１号ロに規定する連携施設を

さす  

※並列型とは、認定こども園法第３条第４項第１号イに規定する連携施設を

さす  

※旧認定こども園法とは、認定こども園法の施行の際現に存する認定こども

園法による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律をさす（以下、同じ）  

※旧接続型とは、認定こども園法附則第３条第１項によるみなし認可を受け

た幼保連携型認定こども園のうち、旧認定こども園法第３条第２項第１号

ロの連携施設をさす  

※旧並列型とは、認定こども園法附則第３条第１項によるみなし認可を受け

た幼保連携型認定こども園のうち、旧認定こども園法第３条第２項第１号

イの連携施設をさす  

 

別表２  補助金の交付対象となる設置者  

設置する施設の種類  対象となる設置者  

幼 稚 園 （ 認 定 こ ど も 園 を

除く）  

設置者の形態は問わない  

幼稚園型認定こども園  学校法人  

幼保連携型認定こども園  学校法人  

※上記施設の設置者で学校法人化のための努力をする者も交付対象とす

る。  

 

別表３  補助金の交付の条件等  

  設置者区分  

項目  学校法人  学校法人以外  

共通事項  補助金は、第２条第２項に規定する経費に充当しな

ければならない。  

補助事業の執行状況に関しての調査又は報告を求め

られたときは、これに従わなければならない。  

提出書類  学 校 法 人 は 、 学 校

法 人 会 計 基 準 （ 昭

和 46 年 文 部 省 令 第

18 号 ） に 従 い 、 会

計 処 理 を 行 い 、 貸

借 対 照 表 、 収 支 計

算 書 そ の 他 の 財 務

計 算 に 関 す る 書 類

（ 以 下 「 計 算 書

類」という。  ）を

作 成 し 、 翌 年 度 の

収 支 予 算 書 と と も

に 、 毎 年 度 別 に 指

定 す る 日 ま で に 教

育 長 に 提 出 し な け

ればならない。  

学校法人以外の幼稚園の設置

者は、学校法人会計基準（昭

和 46年文部省令第 18号）に準

拠した資金収支計算書等を作

成し、毎年度別に指定する日

までに教育長に提出しなけれ

ばならない。  

ただし、大阪府私立幼稚園教

育研究費等補助金を受ける設

置者は除く。  



な お 、 計 算 書 類 に

は 、 教 育 長 の 指 定

す る 事 項 に 関 す る

公 認 会 計 士 又 は 監

査 法 人 の 監 査 報 告

書 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。 た だ

し 、 補 助 金 の 額 が

寡 少 で あ っ て 、 教

育 長 の 許 可 を 受 け

た と き は こ の 限 り

でない。  

た だ し 、 大 阪 府 私

立 幼 稚 園 経 常 費 補

助 金 を 受 け る 設 置

者は除く。  

備える書類と保存

期間  

学 校 法 人 に お い て

は 学 校 法 人 会 計 基

準 に 基 づ く 帳 簿 を

備 え る ほ か 、 補 助

事 業 に 関 す る す べ

て の 関 係 書 類 を 、

補 助 事 業 の 完 了 し

た 日 又 は 廃 止 し た

日 の 属 す る 年 度 の

翌 年 度 か ら 起 算 し

て 10 年 間 保 存 し な

ければならない。  

学校法人以外の幼稚園の設置

者においては補助金の収入及

び支出を記載した帳簿を備え

るほか、補助事業に関するす

べての関係書類を、補助事業

の完了した日又は廃止した日

の属する年度の翌年度から起

算して 10年間保存しなければ

ならない。  

備考  学 校 法 人 以 外 の 上

記 施 設 の 設 置 者 で

学 校 法 人 化 の た め

の 努 力 を す る 者

も 、 学 校 法 人 と 同

じ条件とする。  

－  

 

別表４  学校法人化のための努力をする幼稚園等の設置者の付加規定  

項目   

補助金の不交付  

 

教育長は、学校法人以外で学校法人化のための努力

をする幼稚園等の設置者のうち補助金の交付を受け

た者が、学校法人化のための努力を払っていないと

認められる場合には、当該幼稚園等に係る補助金は

交付しないものとする。また、当該交付を受けた年

度の翌年度の４月１日から起算して５年を経過した

日において、当該補助金に係る幼稚園等を学校法人

によって設置していない場合は、当該年度以降当該

幼稚園等に係る補助金は交付しないものとする。  

補 助 金 の 交 付 を 受

けた設置者の責務  

学校法人以外で学校法人化のための努力をする幼稚

園等の設置者のうち補助金の交付を受けた者は、当



 該交付を受けた年度の翌年度の４月１日から起算し

て５年以内に、当該幼稚園等が学校法人によって設

置されるよう努めなければならない。  

学 校 法 人 化 状 況 報

告  

学校法人以外で学校法人化のための努力をする幼稚

園等の設置者のうち補助金の交付を受けた者は、当

該幼稚園等の学校法人化の状況について、当該交付

を受けた年度の翌年度の５月 31日までに、学校法人

化状況報告書（様式第５号）により、教育長に報告

するものとする。  

 

 

 


